
 

                          2019 年 6 月 21 日 

 

株 主 各 位 

                    大阪市北区中之島３丁目６番１６号 

                     関西電力株式会社 

                      取締役会長 八 木  誠 

 

第 95 回定時株主総会決議結果のお知らせ 

 

拝啓 株主のみなさまには、常日頃、格別のご高配を賜わり厚くお礼申しあげます。 

 さて、本日開催の第 95回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議 

されましたので、お知らせ申しあげます。 

                                 敬 具 

記 

報 告 事 項       

1．2018 年度  2018 年４月 1 日から 事業報告の内容、連結計算書類 

2019 年３月 31 日まで  

の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件 

本件は上記事業報告の内容、連結計算書類の内容およびその監査結果を報告 

    いたしました。 

 

2．2018 年度  2018 年４月 1 日から 計算書類の内容報告の件 

2019 年３月 31 日まで  

     本件は上記計算書類の内容を報告いたしました。 

 

決 議 事 項      

＜会社提案（第１号議案から第５号議案まで）＞ 

 第 １ 号議案 剰余金の処分の件 

本件は原案のとおり承認可決され、剰余金の配当につきましては、１株につ

き 25 円と決定いたしました。 

 

 第 ２ 号議案 吸収分割契約承認の件 

本件は原案のとおり承認可決されました。 

 

 第 ３ 号議案 定款の一部変更の件 

     本件は原案のとおり承認可決されました。 

    （変更内容は後記のとおりであります。） 

 

 

 

 



 

第 ４ 号議案 取締役全員任期満了につき 13 名選任の件 

本件は八木誠、岩根茂樹、土井義宏、森本孝、彌園豊一、稲田浩二、島本 

恭次、井上礼之、沖原隆宗および小林哲也の各氏が再任され、新たに森中郁

雄、松村孝夫および槇村久子の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。 

なお、井上礼之、沖原隆宗、小林哲也および槇村久子の各氏は、社外取締

役であります。 

 

 第 ５ 号議案 監査役全員任期満了につき７名選任の件 

     本件は八嶋康博、樋口幸茂、十市勉および大坪文雄の各氏が再任され、新た

に杉本康、佐々木茂夫および加賀有津子の各氏が選任され、それぞれ就任いた

しました。 

なお、十市勉、大坪文雄、佐々木茂夫および加賀有津子の各氏は、社外監

査役であります。 

    ＜株主（35 名）からのご提案（第６号議案から第９号議案まで）＞ 

 第 ６ 号議案 定款一部変更の件 (1)  

     本件は否決されました。 

 第 ７ 号議案 定款一部変更の件 (2) 

     本件は否決されました。 

 第 ８ 号議案 定款一部変更の件 (3) 

     本件は否決されました。 

 第 ９ 号議案 定款一部変更の件 (4) 

     本件は否決されました。 

＜株主（95 名）からのご提案（第 10 号議案から第 17号議案まで）＞ 

 第 10 号議案 剰余金処分の件 

     本件は否決されました。 

 第 11号議案 取締役解任の件 

     本件は否決されました。 

 第 12号議案 定款一部変更の件 (1) 

     本件は否決されました。 

 第 13号議案 定款一部変更の件 (2) 

     本件は否決されました。  

 第 14号議案 定款一部変更の件 (3) 

     本件は否決されました。  

 第 15号議案 定款一部変更の件 (4) 

     本件は否決されました。 

第 16 号議案 定款一部変更の件 (5) 

     本件は否決されました。 

第 17 号議案 定款一部変更の件 (6) 

     本件は否決されました。 

＜株主（２名）からのご提案（第 18 号議案から第 21 号議案まで）＞ 

 第 18号議案 定款一部変更の件 (1) 

     本件は否決されました。  



 

 第 19号議案 定款一部変更の件 (2) 

     本件は否決されました。  

 第 20号議案 定款一部変更の件 (3) 

     本件は否決されました。  

 第 21号議案 定款一部変更の件 (4) 

     本件は否決されました。  

＜株主（１名）からのご提案（第 22 号議案から第 25 号議案まで）＞ 

 第 22号議案 定款一部変更の件 (1) 

     本件は否決されました。  

 第 23号議案 定款一部変更の件 (2) 

     本件は否決されました。  

第 24 号議案 定款一部変更の件 (3) 

     本件は否決されました。  

第 25 号議案 定款一部変更の件 (4) 

     本件は否決されました。  

＜株主（１名）からのご提案（第 26 号議案）＞ 

 第 26号議案 定款一部変更の件 

     本件は否決されました。  

 

以 上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

定款の一部変更の内容は下記のとおりであります。 

（下線は変更部分） 

変 更 前 定 款 変 更 後 定 款 

 

（目的） 

第 2条 本会社は、次の事業を営むことを目的

とする。 

(1)電気事業 

(2)熱供給事業 

(3)電気通信事業 

(4)情報処理及び情報提供サービス事業 

(5)ガス供給事業 

(6)電気機械器具及び蓄熱式空調・給湯装置そ

の他の電力需要平準化又は電気の効率利

用に資する設備の製造、販売、リース、設

置、運転及び保守 

(7)鉄道事業法による運輸事業 

(8)不動産の売買、賃貸借及び管理 

(9)前各号の事業及び環境保全に関するエン

ジニアリング、コンサルティング及び技

術・ノウハウの販売 

(10)前各号に附帯関連する事業 

 

（目的） 

第 2条 本会社は、次の事業を営むことを目的

とする。 

(1)電気事業 

(2)ガス事業 

(3)熱供給事業 

(4)エネルギー資源の開発、採掘、加工、売買

及び輸送 

(5)エネルギー関連の設備及び機械器具の製

造、販売、リース、設置、運転及び保守 

(6)電気通信事業 

(7)情報処理及び情報提供サービス事業 

(8)放送事業 

(9)不動産の売買、賃貸借及び管理並びに不動

産投資顧問業 

(10)ホテル事業 

(11)介護サービス事業 

(12)鉄道及びバスによる運輸事業 

(13)土木・建築に関する調査、設計、施工及び

監理 

(14)前各号の事業及び環境保全に関するエン

ジニアリング、コンサルティング及び技

術・ノウハウの販売 

(15)前各号に附帯関連する事業 

 

 

 


